
Ⅰ　基礎情報

都道府県・市名

合併期日

合併形式

住所　(旧市町村名も記載)

人口  (合併直近の国調)

面積

議員定数

関係市町村名

Ⅱ 関係市町村合併直前の状況

市町村名 人口　 （人） 面積　（k㎡） 議員数　（人） 高齢化比率　(%)

竜王町 40,724 12.8 20 11.2

敷島町 19,286 40.28 18 15.1

双葉町 14,123 18.86 16 13.9

合計 － 74,133 71.94 54 －

Ⅲ 関係市町村の財政状況

平成15年度決算

地方税　（千円） 地方交付税　（千円）

竜王町 10,600,151 4,242,646 1,320,238 都市計画・首都圏 0.744

敷島町 6,365,744 1,744,821 1,268,710
辺地・都市計画・首
都圏 0.561

双葉町 5,768,239 1,415,203 968,085
都計・低開発・農工
法 0.559

合計 － 22,734,134 7,402,670 3,557,033 － －

記入月日：平成16年9月24日

合併市に関する調査

関係市町村

＊数値は合併直近の決算数値を使用。ただし、平成14年4月1日以降合併の場合、合併直近の予算を記入。

７１，７０６人

７１．９４k㎡

現行５４人（平成１８年５月１日から３０人）

竜王町、敷島町、双葉町

山梨県・甲斐市（かいし）

平成16年9月1日

新設合併

山梨県甲斐市篠原２６１０（旧竜王町）

関係市町村

歳入合計　（千円）市町村名 指定団体等の指定状況 財政力指数



Ⅸ　合併の概要

合併協議会の期日 設置年月日： 解散年月日:

   内 容

住民発議について

市町村建設計画

  基本計画の主要項目

旧市町村庁舎の利活用
回答

1

議会の議員の定数に関する特例

議会の議員の在任に関する特例

議会の議員の報酬額

地域審議会の設置について

　内 容

地方税に関する特例

  内 容

合併特例債発行限度額 (億円)

Ⅴ  その他

月額：２５万円

有

設置：合併前の旧３町の区域ごと
設置期間：平成１８年５月１日～平成２７年３月３１日
所掌事務：市長の諮問に応じて新市建設計画の変更･執行状況など審議し答申する。
　　　　　また、必要と認める事項について市長に意見を述べることができる。
組織：各地区の委員は１０人以内をもって組織
任期：２年

主要項目について、簡単な内容を含め10項目ご記入ください。(例：庁舎の位置 等)

平成14年4月1日 平成16年8月31日

第１章　序章　１．合併の必要性　２．計画策定の方針
第２章　新市の概況　１．位置と地勢　２．人口と世帯
第３章　主要指標の見通し　１．目標人口　２．世帯
第４章　１．新市建設の基本方針　１．基本理念　２．将来像　３．まちづくりの基本方針
　　　　４．地域別整備方針
第５章　新市の施策　１．施策の体系　２．施策の方向と主な事業　３．重点プロジェクト
第６章　新市における山梨県事業の推進　１．山梨県の役割　２．新市における山梨県事業
第７章　公共施設の統合整備、
第８章　財政計画　１．歳入　２．歳出

無 有の場合：         －  名

有

電算システムの統合 1.新規システムの構築　2.既存システムの活用　3.相互システムの活用　4.その他　から選択

組織：３町から１４人（町長、議長、助役、議員、農林業･商工業･女性･青年･地域代表、その他）
　　　ずつ、県から２人の計４４人
小委員会：総務、経済・土木、厚生・教育、将来構想策定、新市名称検討、
　　　　　新市建設計画策定の各小委員会を設置
※６１の協定項目を協議

旧竜王町役場を暫定的に事務所の位置とし、旧敷島及び双葉町役場は機能を分散した分庁として活用

計画の期間：平成１６年度から２６年度

無

有の場合：   １ 年 ８ ｹ月

残された課題について、箇条書きでご記入ください。

協議された事項

①財産･公の施設：旧３町の財産･債務はすべて新市に引継ぐ
②農業委員会委員の定数・任期：合併後１年間引続き選挙による委員として在任
③一般職の身分：新市の職員として引継ぎ、現給を保証
④一部事務組合：合併の前日をもって当該組合から脱退し、新市として合併期日に加入
⑤町名・字名：大字は町名を付さないで従前のとおり
⑥公共的団体等：新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実情を尊重しながら調整
⑦支所・出先機関：旧３町役場庁舎は分庁舎・支所として活用。旧敷島町の３出張所は従前のとおり
⑧特別職の身分：市長･助役･収入役･教育長を置く
⑨行政連絡機構：行政区・自治会は実情･意見を尊重しつつ中間的な連絡組織を置く
⑩消防・防災：消防団は合併時に統合

①事務所の位置：新市成立後、市民の意見等を踏まえ建設地を検討
②慣行（市章・憲章等）：市章・市民憲章・市木・市花・市鳥・市歌は、新市において新たに制定
③上水道関係：上水道事業は当面現行のとおり（旧敷島町の一部が甲府市水道局から給水を
　　　　　　　受けているため、今後の統合等につき当該市との協議が必要）
④警察署の管轄区域：旧竜王町は南甲府警察署、旧敷島町は甲府警察署、旧双葉町は韮崎警察署と
　　　　　　　　　　なっているため、早期な一体性の確立を要請
⑤広域行政：ごみ･し尿処理については、当面合併前の枠組みで処理するが、関係広域事務組合や
　　　　　　県の計画などとの調整を要す

税率：個人市民税の均等割３，０００円
個人市民税所得割･法人市民税･固定資産税･軽自動車税は標準税率、都市計画税は非課税

２８３億円

無




